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第１章	
 総則 
第 1条 本会は、日本遺跡学会（以下、本会という）と称す

る。 
第 2条 本会の事務局は、当分の間、奈良市二条町2-9-1	
 奈

良文化財研究所に置く。 
第 3条 本会は、遺跡のあり方についてさまざまな分野から

総合的に研究することを目的する。 
第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行

う。 
1 研究集会の開催 
2 研究集会成果報告、その他の出版物の刊行 
3 内外の学術団体との交流 
4 その他本会の目的を達成するために必要な事業 
 

第２章	
 会員 
第 5条 本会の会員は次の２種とし、正会員をもって構成す

る。 
1 正会員	
 	
 本会の目的に賛同して入会し、本会の 

活動に参加する個人、組織または団体。 
	
 	
 	
  2 賛助会員	
 本会の事業に賛同し、支援する民間の 

企業、団体、組織または団体。 
第 6条 本会に入会しようとする者は、本会の定める入会	
 	
 

申込書を会長に提出し、運営委員会の承認を得るも

のとする。 
第 7条 1 会員は所定の会費を納めなければならない。 

2 会費を満３か年度以上にわたり滞納した会員につ
いては、資格停止とする。ただし、滞納分を全額

納めた場合には、資格停止の処分を取り消すこと

とする。 
第 8条 前条第2項の措置を講じた後、滞納した会費を納め

ない会員は、運営委員会において退会したものとみ

なすことができる。 
第 9条 会員が退会しようとするときは、理由を付し会長に 

退会届を提出する。 
第 10条 運営委員会が会員として不適当と認めた会員は、こ

れを除名することができる。 
第 11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 
第３章	
 役員 

第 12条 本会に次の役員を置く。 
1 会	
 長	
 	
 １名 
2 副会長	
 	
 ２名 
3 運営委員	
 運営委員選挙規定による人数 
4 会計監査	
 ２名 
5 幹事	
 若干名 

第 13条 1 会長は、正会員のうちから運営委員会が推薦し、
総会において決定する。会長は本会を代表し、会

務を統括する。 
2 副会長は、正会員のうちから運営委員会が推薦し、
総会において決定する。副会長は、会務の統括に

関し、会長を補佐する。また、会長に支障のある

ときは、職務を代行する。 
3 運営委員は、別に定める規定により正会員のうち
から互選され、会務を執行する。 

4 運営委員会は運営委員数の過半数の出席（委任状を
含む）をもって成立する。 

5 会計監査は、正会員のうちから運営委員会が推薦し、
総会において決定する。会計監査は本会の会計を監

査する。 
6 幹事は会長が委嘱し、会長および運営委員を補佐す
る。 

第 14条 運営委員会が所掌する会務は、庶務、会計、渉外、企
画とする。 

第 15条 役員の任期は2年とする。 
 

第４章	
 総会 
第 16条 1 本会は総会を毎年 1回開催する。但し、会長は必

要に応じ臨時に総会を招集することができる。 
2 総会においては、事業計画、予算、決算を審議、
承認する。 

3 総会は正会員で構成し、正会員数の 1割以上の出
席（委任状を含む）をもって成立する。 

 
第５章	
 会計年度及び会費 

第 17条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までと
する。  

第 18条 本会の会費は年額、正会員8,000円、賛助会員30,000
円とする。但し、会員が学生である期間は、会額

を年額 4,000円に減免する。 
第 19条 1 会員は、各会計年度の会費を当該年度の６月末日ま

でに納付するものとする。 
2 会費を２か年度以上にわたり滞納した場合には、会
報・学会誌の送付を停止することとする。ただし、

滞納分を全額支払った場合には、これを再開するも

のとする。 
 

第６章	
 その他 
第 20条 顧問は、必要に応じて一定の期間を定め、これを置

くことができる。 
第 21条 会則の変更は総会における承認による。 

 
 
 

運営委員選挙規定 
 

第 1条 運営委員の選挙人・被選挙人は、選挙の年の１月１	
 
日における正会員全員とし、その年の２月に郵便によ

る選挙を行う。 
第 2条 選挙により選出する運営委員の数は、10 名以上 15

名以内とする。 
第 3条 選挙人は運営委員定数に対して連記の上、無記名投

票を行う。但し、定数未満の連記も有効とする。 



 

 

第 4条 選挙の管理は選挙管理委員会が行う。選挙管理委員は
4名とし、運営委員会が選出する。 

第 5条 選挙により選出された運営委員のほかに、会長の推薦
により３名以内の運営委員を追加することができる。 


